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(57)【要約】
【課題】気体を過飽和の状態で液体に溶解させ、かかる
過飽和の状態を安定に維持でき、さらにウォーターサー
バー等へ容易に取付けることができる気体溶解装置を提
供することである。
【解決手段】気体を発生する気体発生機構２と、気体を
加圧して液体に溶解させる加圧型気体溶解機構３と、気
体を溶解している液体を溶存する溶存機構４と、液体が
細管を流れることで降圧する降圧機構５と、を有する気
体溶解装置１である。細管５の内径が、１．０ｍｍより
大きく５．０ｍｍ以下であることが好ましく、気体発生
機構２が、水素発生機構２１を有することが好ましい。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　気体を発生する気体発生機構と、
前記気体を加圧して液体に溶解させる加圧型気体溶解機構と、
前記気体を溶解している前記液体を溶存する溶存機構と、
前記液体が細管を流れることで降圧する降圧機構と、を有することを特徴とする気体溶解
装置。
【請求項２】
　前記細管の内径が、１．０ｍｍより大きく５．０ｍｍ以下である請求項１記載の気体溶
解装置。
【請求項３】
　前記気体発生機構が、水素発生機構を有する請求項１または２記載の気体溶解装置。
【請求項４】
　前記気体発生機構が、イオン交換機構を有する請求項３記載の気体溶解装置。
【請求項５】
　前記水素発生機構が、電気分解により水素を発生させるものである請求項３または４記
載の気体溶解装置。
【請求項６】
　前記気体発生機構と、前記加圧型気体溶解機構とを制御するコントロール機構を有する
請求項１～５のうちいずれか一項に記載の気体溶解装置。
【請求項７】
　前記加圧型気体溶解機構が、ダイヤフラムポンプである請求項１～６のうちいずれか一
項に記載の気体溶解装置。
【請求項８】
　前記溶存機構を２個以上有する請求項１～７のうちいずれか一項に記載の気体溶解装置
。
【請求項９】
　前記気体が水素であり、水素の前記液体中の濃度が７℃で１．５ｐｐｍより大きい請求
項１～８のうちいずれか一項に記載の気体溶解装置。
【請求項１０】
　前記コントロール機構により、前記気体発生機構と前記加圧型気体溶解機構の稼働時間
が５～６０分間であり、かつ前記稼働時間の１～５倍の停止時間で、前記気体発生機構と
前記加圧型気体溶解機構を制御する請求項６～９のうちいずれか一項に記載の気体溶解装
置。

 
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、気体溶解装置に関し、特に、気体を過飽和の状態で液体に溶解させ、かかる
過飽和の状態を安定に維持でき、さらにウォーターサーバー等へ容易に取付けることがで
きる気体溶解装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、水やお茶といった飲料に二酸化炭素や水素等の気体を充填した清涼飲料水などが
販売されている。このように、液体に充填させた気体を摂取することにより、気体のまま
では、なかなか人間の体内に取り込めなかったものを、容易に体内に取り込むことができ
、個々の気体が有する有用な効果を発揮しやすくしている。
【０００３】
　例えば、水やお茶といった飲料に水素ガスを充填した清涼飲料水などが販売されている
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。これは、液体に充填させた水素ガスを摂取することにより、人間の体内に存在する活性
酸素を還元させることを目的としている。
【０００４】
　一方、活性酸素は、クエン酸サイクルでＡＴＰ（アデノシン三リン酸）を作り出す時に
重要な役割を果たすなど、生命維持に必須であるとともに、体内へ侵入してきた異物を排
除する役割も担っていることが判ってきている。また、生体内の反応などで用いられなか
った活性酸素は、通常、細胞内に存在する酵素によって分解される。しかしながら、すべ
ての活性酸素が酵素によって分解されるわけではなく、余剰の活性酸素が分解されずに存
在することになる。その結果、余剰の活性酸素により細胞が損傷され、癌や生活習慣病等
の疾病、および老化などを招来する原因となり、余剰の活性酸素を排除することが健康維
持のために求められている。
【０００５】
　そこで、近年、かかる余剰の活性酸素を排除する物質として水素が用いられている。水
素は、その分子量がきわめて小さいために身体内に吸収されやすく、さらに水素が活性酸
素と反応すると水に変化するもので、安全性が高いなどの理由を有するからである。また
、数多い活性酸素の中でも特にヒドロキシラジカルのみを選んで還元し、身体に有用な活
性酸素に影響を与えないからである。
【０００６】
　このように、特段の害も無く、病気予防や健康増進につながると考えられる水素の病理
学的な有効性については、非特許文献１～１０など多くの学術誌等で報告されており、枚
挙にいとまがない。
【０００７】
　上記のとおり、水素ガスの摂取は、病気予防や健康増進といった有用な効果を奏する。
また、他の気体の摂取は、それぞれに特有の病気予防や健康増進といった有用な効果を奏
する。そのため、水素等の気体を液体に溶解することを目的として、種々の手段が公開さ
れている。
【０００８】
　例えば、特許文献１には、密閉容器（Ａ）中で飲料水と水素ガス若しくは水素ガスを含
む混合気体を加圧状態で接触させて該飲料水に水素を溶解させて水素水を生水する方法に
於いて、容器（Ａ）内の水素水が利用のために排出されて、容器（Ａ）の内圧が低下した
時点で排出を停止し、その後新規な飲料水を密閉状態の容器（Ａ）に充填することで容器
（Ａ）の内圧を上昇させ、再度容器（Ａ）内に充填された飲料水に水素を溶解させる水素
水の生水方法が、開示されている。また、特許文献２には、飲料に供する水素水であって
、水素ガスを飽和状態に溶解した溶解水を、オリフィスの小孔を通過して圧力を解放する
ことにより溶解していた水素ガスを微細な気泡として発生させ、この微細な気泡を網部材
を通過させることにより微細化して、粒径が１μｍ～５０μｍ程度の微細気泡にし、この
粒径が１μｍ～５０μｍ程度の水素ガスのマイクロバブルを含有していることを特徴とす
る水素水が、開示されている。さらに、特許文献３には、空気中の水分を結露させて凝縮
した結露水を生成する結露装置と、この結露水に対して水素発生反応を生じさせることに
よって、活性水素を溶存した水素水を生成する水素水化処理装置と、この水素水から不純
物を除去して、水素水とするフィルタユニットと、この水素水を貯留して、飲料水として
供給する飲料水サーバとから構成したことを特徴とする水素水製造装置が、開示されてい
る。
【０００９】
　また、特許文献４には、（イ）管体と、（ロ）管体の一方の端部に形成され、原料水を
高圧で供給する原料水供給系と、（ハ）管体に水密結合され、原料水供給系から供給され
た原料水に対して、ほぼ直角に水素を供給する水素供給系と、（ニ）管体内において前記
水素供給系の下流に管体の長手方向に形成され、原料水供給系から管体に供給された原料
水と、水素供給系から管体に供給された水素の混合流体を拡散させるための拡散室と、（
ホ）拡散室に充填され、所定の孔径を有し、供給された水素を微細気泡として通過させる
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ための多孔質要素と、（ヘ）管体の他方の端部に形成され、製造された加水素水を排出す
る排出口とを備えている水素を微細気泡として大量に含んだ加水素水の製造装置が、開示
されている。さらに、特許文献５には、水供給部と、水素供給部と、前記各供給部から水
と水素の供給を受けて水素混入水を吐出する気液混合ポンプと、気液混合ポンプから吐出
される水素混入水が攪拌される攪拌部と、攪拌部からの水素混入水が所定の滞流をなして
溶存水素以外の水素を放出させる放気安定槽とを含んで構成されることを特徴とする水素
水の連続製造装置が、開示されている。さらにまた、特許文献６には、貯留した水に水素
を溶解させるための容器と、水素化マグネシウムの加水分解により水素を発生させる水素
発生部と、該水素発生部で発生した水素を前記容器に供給する水素供給管と、前記容器に
貯留された水に加圧された水素が溶解してなる水素水を外部へ供給する水素水供給管とを
備える水素水製造装置が、開示されている。
【００１０】
　また、特許文献７には、加圧液体と加圧気体とを接触させることにより、気体を液体に
溶解させる加圧型気体溶解機構と、液体流路において該加圧型気体溶解機構の後に設置さ
れた降圧機構とで構成される気体溶解装置であって、降圧機構が、複数のキャピラリーの
内側に加圧液体を流すことにより、液体を降圧させるべく構成されたものであることを特
徴とする気体溶解装置が、開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】「Ｎａｔｕｒｅ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ，２００７，Ｖｏｌ．１３，ｐ６８
８～６９４」
【非特許文献２】「Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏｍｍ．，４１１（２
０１１），１４３－１４９」、Ｔ．Ｉｔｏｈ　ｅｔ　ａｌ．（岐阜国際バイオ研究所、近
畿大学、中部大学、名古屋大学他）
【非特許文献３】「Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，２８（２００８）ｐ１３７
～１４３」、梶山静夫他（梶山内科クリニック、京都府立医大、他）
【非特許文献４】「ＢＪ．Ｈｅａｒｔ　ａｎｄ　Ｌｕｎｇ　Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉ
ｏｎ」、Ａｔｓｕｍｏｒｉ　Ｎａｋａｏ　ｅｔ　ａｌ．（ピッツバーグ大学、クリーブラ
ンドクリニック他）
【非特許文献５】「アンチ・エイジング医学－日本抗加齢医学会雑誌、Ｖｏｌ．４，Ｎｏ
．１，ｐ１１７－１２２」、小山勝弘他（山梨大学教育人間科学部及び医学工学総合研究
部、松下電工（株）電器Ｒ＆Ｄセンター）
【非特許文献６】「Ｅｘｐ．Ｏｎｃｏｌｏｇｙ，２００９，３１，ｐ１５６－１６２」ｙ
．Ｓａｉｔｏ、広島大学
【非特許文献７】「実験医学、Ｍｏｌ．２６，Ｎｏ．１３（８月号），ｐ２０７４～２０
８０，２００８」太田成男、大沢郁朗ら（日本医科大学）
【非特許文献８】「Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｖｅ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌｏｇｙ＆Ｖｉｓ
ｕａｌ　Ｓｃｉ．２０１０，５１，ｐ４８７～４９２」Ｈｉｄｅａｋｉ　Ｏｈａｒａｚａ
ｗａ　ｅｔ　ａｌ．（日本医科大学）
【非特許文献９】「Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｎｅｗ　Ｓｅｒｉｅｓ，１９０，４２１０（Ｏｃｔ
．１０，１９７５），ｐ１５２～１５４」Ｍ．Ｄｏｌｅ　（Ｂａｙｌｏｒ大学、米国）
【非特許文献１０】「Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉ．３２４（２００１）ｐ７１９～７２４」Ｂ．Ｇ
ｈｒｉｂ　ｅｔ　ａｌ．（Ｍｅｄｉｔｅｒｒａｎｅｅ大学、フランス）
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２０１３－１２６６５０号公報
【特許文献２】特許第５３４２１５６号公報
【特許文献３】特開２０１３－９４７５７号公報
【特許文献４】特開２００７－２３７１６１号公報
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【特許文献５】特開２００８－６３６５号公報
【特許文献６】特開２０１３－２２５６７号公報
【特許文献７】特開平８－８９７７１号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【００１３】
　上記特許文献１～６記載の技術は、水素水を得ることはできるものの、気体を過飽和の
状態で液体に溶解させ、過飽和の状態を安定に維持できるものではなく、提供される水素
水の濃度が低く、十分な水素水の効果が得られるものではなかった。さらに、装置が大掛
かりであるため十分なスペース等が必要となり、ウォーターサーバー等へ容易に取付ける
ことができないという問題点があった。
【００１４】
　また、特許文献７記載の技術は、降圧機構が複数のキャピラリーを有しているため、降
圧機構のスペースを広く取る必要があり、ウォーターサーバー等に容易に取付けることが
できないという問題点があった。さらに、複数のキャピラリーを有しているため製造や故
障時の修理が煩雑になり、ウォーターサーバー等に取付けて使用するには、実用化の面で
問題があった。
【００１５】
　そこで、本考案の目的は、前記の従来技術の問題点を解決し、気体を過飽和の状態で液
体に溶解させ、かかる過飽和の状態を安定に維持でき、さらにウォーターサーバー等へ容
易に取付けることができる気体溶解装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本考案者らは、前記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、気体を加圧して溶解させ
た液体を細管中を流して降圧することで、前記目的を達成し得ることを見出し、本考案を
完成するに至った。
【００１７】
　即ち、本考案の気体溶解装置は、
　気体を発生する気体発生機構と、
前記気体を加圧して液体に溶解させる加圧型気体溶解機構と、
前記気体を溶解している前記液体を溶存する溶存機構と、
前記液体が細管を流れることで降圧する降圧機構と、を有することを特徴とするものであ
る。
【００１８】
　また、本考案の気体溶解装置は、前記細管の内径が、１．０ｍｍより大きく５．０ｍｍ
以下であることが好ましい。
【００１９】
　また、本考案の気体溶解装置は、前記気体発生機構が、水素発生機構を有することが好
ましく、前記気体発生機構が、イオン交換機構を有することが好ましく、さらに、前記水
素発生機構が、電気分解により水素を発生させるものであることが好ましい。
【００２０】
　また、本考案の気体溶解装置は、前記気体発生機構と、前記加圧型気体溶解機構とを制
御するコントロール機構を有することが好ましく、前記加圧型気体溶解機構が、ダイヤフ
ラムポンプであることが好ましい。
【００２１】
　また、本考案の気体溶解装置は、前記溶存機構を２個以上有することが好ましい。
【００２２】
　さらに、本考案の気体溶解装置は、前記気体が水素であり、水素の前記液体中の濃度が
７℃で１．５ｐｐｍより大きいことが好ましい。さらにまた、前記コントロール機構によ
り、前記気体発生機構と前記加圧型気体溶解機構の稼働時間が５～６０分間であり、かつ
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前記稼働時間の１～５倍の停止時間で、前記気体発生機構と前記加圧型気体溶解機構を制
御することが好ましい。
【考案の効果】
【００２３】
　本考案によると、気体を過飽和の状態で液体に溶解させ、かかる過飽和の状態を安定に
維持でき、さらにウォーターサーバー等へ容易に取付けることができる気体溶解装置を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本考案の気体溶解装置の一例を示す断面図である。
【図２】本考案の気体溶解装置の使用の一例を示す図である。
【考案を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本考案の気体溶解装置ついて具体的に説明する。
　図１は、本考案の気体溶解装置の一例を示す断面図である。図中、１は気体溶解装置、
２は気体発生機構、３は加圧型気体溶解機構、４は溶存機構、５は降圧機構である。気体
溶解装置１は、気体を発生する気体発生機構２と、前記気体を加圧して液体に溶解させる
加圧型気体溶解機構３と、前記気体を溶解している前記液体を溶存する溶存機構４と、前
記液体が細管を流れることで降圧する降圧機構５と、を有している。気体が過飽和で溶存
している液体が、細管中を流れて降圧することで、気体を過飽和の状態で液体に溶解させ
、さらに過飽和の状態を安定に維持することができる。ここで、「過飽和」とは、気体の
液体への溶解度は温度により異なるが、ある温度Ａ（℃）における気体の液体への溶解量
が、その温度Ａ（℃）における溶解度より多く溶解している状態を示す。
【００２６】
　また、図１では、気体発生機構２は、水素発生機構２１を有し、さらにイオン交換機構
２２を有している。さらにまた、水素発生機構２１が、電気分解により水素を発生させる
ものとなっている。なお、イオン交換機構２２はイオン交換樹脂等を用いてイオン交換を
行うものである。
【００２７】
　図１では、今回、液体として水を使用している。液体吸入口７から水を吸入し、加圧型
気体溶解機構３の吸入口８を経由して加圧型気体溶解機構３に吸入後、加圧型気体溶解機
構３の吐出口９から水を吐出する。吐出された水はイオン交換機構２２でイオン交換を行
った後に水素発生機構用取入口２３を経由して水素発生機構２１に送られる。水素発生機
構２１では、イオン交換された水を用いて電気分解により水素を発生させ水素供給管２４
を通して加圧型気体溶解機構の吸入口８へと送られる。また、電気分解により発生した酸
素は、酸素排出口２５を通して気体溶解装置１外へと排出される。
【００２８】
　電気分解により発生した水素は加圧型気体溶解機構の吸入口８へと送られ、加圧型気体
溶解機構３により加圧されることで、液体吸入口７から吸入した水に加圧溶解される。水
素を加圧溶解した水は、加圧型気体溶解機構３の吐出口９から吐出され、溶存機構４に過
飽和の状態で溶存される。溶存機構４に溶存された液体は、降圧機構５である細管を流れ
ることで降圧され、水素水吐出口１０から外部へ吐出される。
【００２９】
　また、本考案の気体溶解装置１は、降圧機構５である細管の内径が、１．０ｍｍより大
きく５．０ｍｍ以下であることが好ましい。かかる範囲とすることで、特開平８－８９７
７１号公報記載の技術のように、降圧するために複数本の細管を設置する必要が無く、降
圧することができる。そのため、ウォーターサーバー等に容易に取付けることができ、さ
らに、製造や故障時の修理が容易になり、ウォーターサーバー等への取付けがより容易に
なる。
【００３０】
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　さらに、本考案の気体溶解装置１は、気体発生機構２と、加圧型気体溶解機構３とを制
御するコントロール機構６を有することが好ましい。コントロール機構６は、電源プラグ
６１により電源に接続されている。また、コントロール機構６は、気体発生機構２と接続
されている配線６２と、加圧型気体溶解機構３と接続されている配線６３で、気体発生機
構２および加圧型気体溶解機構３と接続されている。これにより、電力を用いて気体発生
機構２と、加圧型気体溶解機構３とを制御することができる。
【００３１】
　さらにまた、本考案の気体溶解装置１は、前記コントロール機構により、前記気体発生
機構と前記加圧型気体溶解機構の稼働時間が５～６０分間であり、かつ前記稼働時間の１
～５倍の停止時間で、前記気体発生機構と前記加圧型気体溶解機構を制御することが好ま
しく、前記気体発生機構と前記加圧型気体溶解機構の稼働時間が１０～３０分間であり、
かつ前記稼働時間の２～４倍の停止時間で、前記気体発生機構と前記加圧型気体溶解機構
を制御することがより好ましく、前記気体発生機構と前記加圧型気体溶解機構の稼働時間
が１０～２０分間であり、かつ前記稼働時間の３倍の停止時間で、前記気体発生機構と前
記加圧型気体溶解機構を制御することが最も好ましい。かかる制御により、効率よく水素
を液体に飽和状態で溶解することができる。なお制御は、前記コントロール機構にタイマ
ー機能を持たせて行うことができる。
【００３２】
　また、本考案の気体溶解装置１は、加圧型気体溶解機構３としては加圧して気体を液体
に溶解できれば特に限定されないが、ダイヤフラムポンプであることが好ましい。ダイヤ
フラムポンプを用いることで、より小スペースに加圧型気体溶解機構３を設けることがで
きる。
【００３３】
　さらに、本考案の気体溶解装置３は、溶存機構４を２個以上有することが好ましい。図
１では、溶存タンク４１と溶存タンク４２を有しており、これにより過飽和の状態をより
安定に維持することができる。
【００３４】
　図２は、本考案の気体溶解装置の使用の一例を示す図である。図中、１００はウォータ
ーサーバーである。ウォーターサーバー１００に気体溶解装置１を取付けることで、ウォ
ーターサーバー１００中の水を用いて、水素ガスを発生させ、さらにそれを用いて過飽和
の水素水を供給することできる。また、過飽和の水素水をウォーターサーバー１００中に
保存できるとともに、循環のできるので、常に過飽和の水素水を供給することができる。
【００３５】
　上記では、気体として水素を用いた例を示したが、他の気体を過飽和の状態で溶解する
ことも可能である。例えば、気体発生機構２として炭酸ガスボンベ、窒素ガスボンベ、酸
素ガスボンベ等を用いれば、種々の気体を過飽和で溶解することができる。
【００３６】
　ただし、気体としては水素が最も好ましい。水素は分子量が小さく、しかも液体中の内
容物と内容物の間、例えば水と水との分子の間に入って、より過飽和の状態を維持しやす
いと考えられる。また、水素の前記液体中の濃度が７℃で１．５ｐｐｍより大きいことが
好ましい。１．５ｐｐｍより大きいことで過飽和状態を維持できる。
【００３７】
　また、本考案において、気体として水素が用いられる場合、上記図１および図２の水素
発生機構２１に示すように、電気分解により発生した水素であることが好ましい。例えば
、２５％ＫＯＨを含む水溶液をアルカリ式電解槽にいれ、これを電気分解することで水素
を発生させ、かかる水素を気体として使用することができる。これにより、従来の水素ボ
ンベによる充填では約１５ＭＰａ必要であるのに対し、約１ＭＰａ以下の圧力で使用する
ことができ、より安全に使用できる。また、オンサイトで水素発生機構２１から発生した
水素を気体として使用することで、ボンベから供給する場合と比較してコストを格段に安
くすることができる。
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【００３８】
　また、本考案において、液体としては、特に限定されないが、水や、お茶、コーヒー等
飲料等を挙げることができ、特に水が好ましい。水は、種々の気体を溶解することができ
るとともに、他の成分の影響を最小限にすることができる。
【００３９】
　さらに、本考案において、２０℃における加圧型気体溶解機構３の圧力としては、０．
４～０．９ＭＰａであることが好ましく、０．３～０．５ＭＰａであることがより好まし
い。圧力をかかる範囲とすることで、気体を液体中に容易に溶解できる。
【００４０】
　また、本考案において、降圧機構５である細管は、本考案の効果を妨げない範囲におい
て、通常の液体や気体を流す際に使用できる部材を使用することができ、例えば、ポリプ
ロピレン製の細管を使用できる。また、細管の外部にアルミを蒸着するなど、気体の漏れ
が無い構造とすることが好ましい。
【００４１】
　以下、本考案について、実施例を用いてさらに詳細に説明するが、本考案はこれらの実
施例に限定されるものではない。
【実施例】
【００４２】
（実施例１）
　図１に示す気体溶解装置１を図２に示すように市販のウォーターザーバーに接続して、
水素水を作製した。降圧機構５である細管は、内径２ｍｍで長さ１．６ｍのポリプロピレ
ン製のものを使用した。圧力を０．４１ＭＰａ、水素発生量を２１ｃｍ３／ｍｉｎ、水の
流量を７３０ｃｍ３／ｍｉｎで行った。３０分運転後の水中の水素濃度は、７℃で６．５
ｐｐｍの水素水となり、過飽和の状態を維持していた。
【００４３】
（実施例２）
　図１に示す気体溶解装置１を水道に接続して、水素水を作製した。降圧機構５である細
管は、内径２ｍｍで長さ１．６ｍのポリプロピレン製のものを使用した。圧力を０．４１
ＭＰａ、水素発生量を２１ｃｍ３／ｍｉｎ、水の流量を７３０ｃｍ３／ｍｉｎで行った。
３０分運転後の水中の水素濃度は、１１℃で２．６ｐｐｍの水素水となり、過飽和の状態
を維持していた。
【００４４】
　実施例１と実施例２ともに過飽和状態の水素水を得ることができ、しかも持続的に維持
できた。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　水道やウォーターサーバーだけでなく、お茶やジュース等の飲料、あるいは浴槽などに
も取付けることができる。気体を過飽和の状態で液体に溶解させ、かかる過飽和の状態を
安定に維持することが求められる種々の液体に利用することができる。
【符号の説明】
【００４６】
１　気体溶解装置
２　気体発生機構
２１　水素発生機構
２２　イオン交換機構
２３　水素発生機構用取入口
２４　水素供給管
２５　酸素排出口
３　加圧型気体溶解機構
４　溶存機構
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４１　溶存タンク
４２　溶存タンク
５　降圧機構（細管）
６　コントロール機構
６１　電源プラグ
６２　配線
６３　配線
７　液体吸入口
８　加圧型気体溶解機構の吸入口
９　加圧型気体溶解機構の吐出口
１０　水素水吐出口
１００　ウォーターサーバー

 

【図１】 【図２】
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